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会長　髙橋芳久さん

八戸市市民活動サポートセンター
「ふれあいセンター ＜わいぐ＞」
情報誌
2023.10 月号 No.81

　当団体は、平成 17 年にスタートし
た地域おこしの行事である「新田城ま
つり」を実施するための活動主体とな
る委員会です。その中心母体は、ふる
さとのよさや歴史・文化を継承し、住
みよいまちづくりを積極的に進めてい
る大館地区自治振興会になります。
　江戸時代、当地域を治めていた 12
代城主新田義実（にいだよしざね）は、
南部藩主の命により、遠野への国替え
となりました。その出立行列を再現し
たのが「新田城まつり」です。
　まつりでは、出立行列を中心に、神

楽、御輿、婦人踊り等総勢 300 名を
超える行列で地域を回ります。関係ス
タッフも含めると、まつり当日は総勢
900 名を超える人々が活動していま
す。例年 10 月の第一日曜日に実施し
ており、今年度は 4 年ぶり、第 19 回
目のまつり開催となりました。　　
　昨今では小・中学校が連携・協力し、
行列参加やアトラクションへの出演、 ボランティアなどで、まつりに積極的

に参加してくれています。
　遠野市との交流も行われ、「遠野さ
くらまつり（南部氏入部行列）」と「新
田城まつり」に相互に参加することで、
時を超えた南部氏の縁による交流を続
けています。
　今後まつりを継続するうえでネック
となっているのが、運営委員会のメン
バーや協力者の高齢化が進んでいるこ
とです。若い力、また外部からの人材
をいかに取り込み、運営委員会の活性
化を図っていくかが大きな課題です。
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助成金
情報

八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターわいぐは、指定管理者企画集団With you が管理・運営しています。
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～「わいぐ」という名前について～
青森県南部地方の「私、行く（わぁ
いぐ）」という方言が元になって
います。「市民が積極的に社会の
問題に取り組むきっかけの場所に
なるように」という願いが込めら
れています。

※その他の助成金情報は「わいぐHP」
　でもご覧いただけます。

（八戸市市民活動サポートセンターわいぐ）で検索
facebook
⇧こちらもご覧ください

青森県八戸市根城八丁目８－155
八戸市総合福祉会館

（はちふくプラザ　ねじょう）３階
TEL   0178－73－3311
FAX  0178－73－3312

 E-mail support@waigu.info
HP    https://www.waigu.info/

～編集発行～
八戸市市民活動サポートセンター
「ふれあいセンター わいぐ」

●編集●
公募編集委員＝松原新一・
佐々木彩子・黒澤美智子

〒039－1166

　　　　わいぐスタッフ

編集後記

わいぐHP

　今盛んに叫ばれている SDGs
ですが、何か私達に関わりがある
のだろうかと考えてしまいます。
　先日、新聞の記事で SDGs の
17 番目は「目標を達成するた
めに皆で協力することを目指す
もの」とありました。多くの人々
がお互いに助け合い協力しあう
ことで解決できる問題があるの
です。
　「わいぐ」に集うボランティア

団体の皆さんが地域の人達のた
めにいろいろな活動をしていま
す。その活動に理解を示し、ほ
んの少し協力することで、いろい
ろな事柄は変わっていくのです。
　SDGsの17番目……。季節は
今、じっくり考えてみたくなる秋
の夜長です。　　　　　　　　

　　　　　　（松原新一）

まちづくりインターン助成金制度
◇まちづくりインターン助成金制度とは

　市民活動団体や地域コミュニティ活動団体が八戸圏域
内市町村で行う、公益性のあるまちづくり活動への学生・
高校生のボランティア参加を支援することにより、学生
や高校生の社会参加を促進するとともに、地域における
若い力の浸透を図ることを目的としています。
◇申請締切日

　令和 6年 1月 31 日（水曜日）まで
◇対象団体

　市民活動団体（ボランティア団体・NPO 法人等）や、
地域コミュニティ活動団体（町内会・子ども会・PTA等）
で、次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
◎八戸圏域内（八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、
　階上町、新郷村、おいらせ町）に拠点があること
◎団体の構成員が 5人以上であること
◎団体の意思を決定し、執行する組織が確立されている
　こと
◎法人の場合、法人市民税・固定資産税・軽自動車税を
z　滞納していないこと
◎公共の利益に反する行為を行わない団体であること
◎今年度、当助成金の交付を受けていないこと
◇対象事業

　令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 1 月 31 日までに八戸
圏域内で行われる公益性のあるまちづくり活動のうち、

八戸圏域内に所在する大学、短大、高専、専門学校、専
修学校等の学生、または高校生が参加する公益性のある
まちづくり活動
( 注意 1) すでに完了した事業も助成対象です。
( 注意 2) 中学生は対象になりません。
◇対象経費・助成金額

◎活動に参加した学生又は高校生に支払う交通費又は謝
　礼に要する経費
◎学生又は高校生が参加する活動 1 回につき 1 人あたり 
　1,000 円以内、1 事業 合計 20,000 円を上限に助成し
　ます。
◇詳細につきましては市民連携推進課のホームページを
　ご覧ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasa
gasu/shiminrenkeisuishinka/kyodonomachizukuri/
2/4147.html

【申請・お問い合わせ先】

総合政策部 市民連携推進課 地域連携グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号　市庁本館4階
電話：0178-43-9182　FAX：0178-47-1485
Ｅメール：renkei@city.hachinohe.aomori.jp

ホームページ（QR）


